
★令和８年５月１日(金)～５月 31 日(日)は 
「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」です。 
 
・自転車交通ルールの遵守とマナーの向上、交通反則通告制度
（青切符）の周知 
・自転車点検整備の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入義

務の周知徹底 
・全ての自転車利用者に対するヘルメット着用努力義務の周知
徹底 
を重点目標にしています。 
自転車の交通事故を防止するために一人ひとりが 

交通安全について考えましょう。 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

◆区内で自転車窃盗 １１台(-６)発生中！！ 
令和 8年４月 20日から５月１５日までに自転車が新石川３台、梅が

丘２台、青葉台２件、鴨志田、荏子田奈良町等で計１１台、窃取されま
した。オートバイはありません。 
そのうち半数が無施錠でした。 

・短時間でもその場を離れる際は、必ず施錠しましょう。 
・付属の鍵だけでなく、チェーン錠をかける等ダブルロックをして、防
犯に努めましょう。 
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この様な事があった場合青葉警察署(045-972-0110)  ご連絡下さい 

☆車上狙いが２件、激減しました。‼ 

駐車中の自動車の窓ガラスを割り、金品を盗まれました。 

先月９件発生してましたが、今月は、市ヶ尾で２件でした。 
皆様ご注意のおかげと思います。ありがとうございました 


